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森林の土地を取得したとき届出が必要です

新しい制度が平成24年4月 からスタート

詳しくは、所有者となった土地がある市役所・町村役場や、
/都道府県庁又は出先機関の林務担当までお問い合わせください。

なぜ新たな届出制度ができたのですか?

A 森林の所有者が分からないと、         
‐

①行政が森林所有者に対して助言等ができない

② 事業 合に所有者に働きかけて森林を集

約化  ヽ                           1

ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正

により設けられました

なお、この届中
にキリ、森林の土地の所有権め帰腐が確定されるものではありません。

どのような場合に届出が必要なのですか?

A 個人か法人かによらず、売買契約のほかお日続、贈与 法ヾ人の合併などにより、森林※1の

土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

疋写9謎草鰍 睡咄 皐鍬雅解奄部脱丞tとは、締の
土地の所有者届出は不要です。       ●              や

※1都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目にようず、取得した土
地が森林の状態となっている場合には、届出の対象納 る可能性が高いのでご注意てださい。

※2国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売貫契馬をしたときは事後届出が必要です。

市街化区域:2,900m2 その他の都市計画区域:5,000m2 都市計画区域外:10,000mそ

どのように届出を行うのですか?

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある

市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割が

されていない場合でも、相続開始の日から99日以内に、

法定相続人の共有物として届出をする必要があり、本す。
｀
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沌 切に森林整備を推進 !
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届出書の提出   市役所・役場



A
どのような届出書を提出するのですか?

届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出して下さい。

①その森林の土地の位置を示す図面 (任意の図面に大まかな位置を記入)

② その森林の土地の登記事項証明書 (写しでもよい)、 又は、土地売買契約書、相
続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

森林の土地の所有者届出書

年  月  日

市町村長 殿

住 所

届出人  氏名

電話番号

法人にあっては、名

称及び代表者の氏名〔
F口

次のとお り新たに森林の土地の所有者となつたので、森林法第 10条の 7の 2第

1項 の規定により届け出ます。

注意事項

1 新たに所有者 と′′つた森林の土地について、その所在する市町村ごとに提出すること。

2 氏名を自署する場合においては、押日Jを省略することができる。

3 所有権の移転の原因 l、

R幻 には、売買、相続、贈与、会社の合併など具体的に記載すること。

4 土地に関する事項は、番号欄の番号に刺応 して、一筆の土地ごとに記載すること。

5 面積は、ベクタールを単位 とし、小数第 4位 まで記栽 し、第 5位 を四捨工入すること。

6 持分割合は、新たに所有者 となつた土地について共有 している場合に記載すること。

7 備考欄には、森林の土地の用途、森林の土地の境界の把握の有無その他参考 となる事項を記載すること。

8 規則第 5条の 2第 2項 に規定する次の書類 を添付すること。

(1)当 該土地の位置を示す地図

(2)当 該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明す る書画

前所有者の住所
前所有者の氏名

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

所有者 となつた年月 日 所有権の移転の原因

所有権の移転

に関する事項

年    月   日

土地の所在場所 面積 (ha) 持分割合
番 号

市町村 大 宇 字 地 番

土地 に関す る

事項

計

備  考

届出を出さないとどうなるのですか ? No!

A辰猛甜   栃鋒:き

はJ蛎円
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森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採及び伐採後の

造林の事前届出、lha超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です(保安林で

は、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です)。

無 届 虚偽届出




